
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 
の一部を改正する政令案の概要 

 

１ 趣旨 

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等

に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第４７号。以下「改正法」と

いう。）が令和７年５月２３日に成立し、同月３０日に公布された。 

改正法は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８

号）の改正により、同法の題名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に

改めるとともに、既存のマンション建替事業に加えて、マンション更新事業、マン

ション再建事業及びマンション一括建替等事業を新設し、これらの事業をまとめて

「マンション再生事業」と総称し、既存のマンション敷地売却事業に加えて、マン

ション除却敷地売却事業及び敷地売却事業を新設し、これらの事業をまとめて「マ

ンション等売却事業」と総称し、「マンション除却事業」を新設している。 

そして、改正法は、これらの各事業の対象となる土地建物に関する権利の変換等

について定めるとともに、必要となる登記の手続を定めた上で、その登記手続につ

いては政令で不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）の特例を定めることがで

きることとしている。 

本政令案は、この委任に基づき、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に

よる不動産登記に関する政令の一部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

マンション再生事業関係では、権利変換手続開始の登記、権利変換に伴う土地に

ついての登記、再生後マンションについての登記及び再生前マンションについての

登記について、マンション売却事業関係では、分配金取得手続開始の登記並びに権

利消滅期日後のマンション及び土地についての登記等について、マンション除却事

業関係では、補償金支払手続開始の登記及び権利消滅期日後のマンションについて

の登記について特例を定める等の改正を行う。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記

に
関
す
る
政
令 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登

記
に
関
す
る
政
令 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
三
条

の
四
十
九
及
び
第
二
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年

法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
政
令
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
、
第
百
五
十
七
条
及
び
第
二
百
十

条
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の

特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
代
位
登
記
） 

第
二
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
マ

ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
施
行
す
る
者
、
マ
ン
シ
ョ

ン
等
売
却
事
業
（
法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売

却
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者
、
マ
ン

シ
ョ
ン
除
却
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ

ン
除
却
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者
又
は
敷
地
分
割
事
業

（
同
項
第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
敷
地
分
割
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
敷
地
分
割
組
合
（
法
第
百
六
十
四
条
に
規
定

（
代
位
登
記
） 

第
二
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
マ

ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
施
行
す
る
者
、
マ
ン
シ
ョ

ン
敷
地
売
却
事
業
（
同
項
第
九
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者
又
は
敷
地
分
割

事
業
（
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
敷
地
分
割
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
敷
地
分
割
組
合
（
法
第
百
六
十
四
条
に
規

定
す
る
敷
地
分
割
組
合
を
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業

の
施
行
又
は
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
若
し
く
は
敷
地
分
割
事
業
の
実
施
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す
る
敷
地
分
割
組
合
を
い
う
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
の

施
行
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
の
実
施
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
の
実
施

又
は
敷
地
分
割
事
業
の
実
施
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
登
記
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
代
わ
っ
て
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

一 

不
動
産
の
表
題
登
記 

所
有
者 

二 

不
動
産
の
表
題
部
の
登
記
事
項
に
関
す
る
変
更
の
登
記
又
は
更
正
の
登

記 

表
題
部
所
有
者
若
し
く
は
所
有
権
の
登
記
名
義
人
又
は
こ
れ
ら
の
相

続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人 

三 

所
有
権
、
地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
名
義
人
の
氏
名
若
し
く
は
名
称

又
は
住
所
に
つ
い
て
の
変
更
の
登
記
又
は
更
正
の
登
記 

当
該
登
記
名
義

人
又
は
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人 

四 

所
有
権
の
保
存
の
登
記 

表
題
部
所
有
者
又
は
そ
の
相
続
人
そ
の
他
の

一
般
承
継
人 

五 

相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
の
移
転
の
登

記 

相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人 

 

（
代
位
登
記
の
登
記
識
別
情
報
） 

第
三
条 

登
記
官
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
同
条
第
四
号
又

は
第
五
号
に
掲
げ
る
登
記
を
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
登
記
権
利
者

の
た
め
に
登
記
識
別
情
報
を
申
請
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
た
申
請
人
は
、
遅
滞

の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
記
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
者
に
代
わ
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

一
～
五 

（
同
上
） 

           

（
代
位
登
記
の
登
記
識
別
情
報
） 

第
三
条 

（
同
上
） 

  

２ 

（
同
上
） 
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な
く
、
こ
れ
を
同
項
の
登
記
権
利
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
（
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
四
条 

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記

の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す

る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

２ 

法
第
五
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
の
抹

消
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
十
八
条
第
六
項
、
法
第
五
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
一
項
又
は
法
第
九
十
九
条
第
三

項
の
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記

所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
四
条 

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記

の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

       

２ 

（
同
上
） 

（
土
地
に
つ
い
て
の
登
記
の
申
請
） 

第
五
条 

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
登
記
の
申
請
は
、
土

地
ご
と
に
、
一
の
申
請
情
報
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項
を
申
請
情
報
の
内

容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
目
的
を
同
一
と
す
る
二
以
上
の
担
保

権
等
登
記
（
法
第
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
存
す
る
も
の
と
さ
れ
た
権
利
に

（
土
地
に
つ
い
て
の
登
記
の
申
請
） 

第
五
条 

（
同
上
） 

 
２
・
３ 

（
同
上
） 
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関
す
る
登
記
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
記
を
す
べ
き
順
序
に
従
っ
て
登

記
事
項
に
順
序
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

所
有
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

二 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
設
定
又
は
移
転
の
登
記
の
申
請 

三 

担
保
権
等
登
記
の
申
請 

３ 

第
一
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
第
七

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容

と
し
、
か
つ
、
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請

情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
す
る
者
は
、
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
登

記
の
申
請
と
同
時
に
、
区
分
建
物
に
関
す
る
敷
地
権
の
登
記
が
あ
る
再
生
前

マ
ン
シ
ョ
ン
（
法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
敷
地
権
の
消
滅
を
原
因
と

す
る
建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

登
記
官
は
、
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
と
き
は
、
職
権
で
、

権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

           

４ 

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
を
施
行
す
る
者
は
、
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
登

記
の
申
請
と
同
時
に
、
区
分
建
物
に
関
す
る
敷
地
権
の
登
記
が
あ
る
施
行
マ

ン
シ
ョ
ン
（
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い

う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
敷
地
権
の
消
滅
を
原
因

と
す
る
建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

（
同
上
） 

 

（
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
の
登
記
の
申
請
） 

第
六
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
を
施
行
す
る
者
は
、
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
が

（
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
の
登
記
の
申
請
） 

第
六
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
を
施
行
す
る
者
は
、
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
が
滅
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滅
失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
滅
失
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の
認
可

を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
滅
失
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

 

（
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
登
記
の
申
請
） 

第
七
条 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
登
記
の
申
請
は
、
一

棟
の
建
物
及
び
一
棟
の
建
物
に
属
す
る
建
物
の
全
部
に
つ
い
て
、
一
の
申
請

情
報
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項
を
申
請
情
報
の
内

容
と
す
る
に
は
、
同
項
の
一
棟
の
建
物
及
び
一
棟
の
建
物
に
属
す
る
建
物
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

建
物
の
表
題
登
記
の
申
請 

二 

共
用
部
分
で
あ
る
旨
の
登
記
の
申
請 

三 

所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請 

四 

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
先
取
特
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請 

五 

法
第
七
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
借
家
権
に
関
す
る
登
記
の
申
請 

六 

担
保
権
等
登
記
の
申
請 

３ 

第
一
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申

（
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
登
記
の
申
請
） 

第
七
条 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
同
上
） 
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請
を
す
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、
権
利
変
換
計
画
及
び
そ
の

認
可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ

ョ
ン
更
新
事
業
を
い
う
。
）
を
施
行
す
る
者
は
、
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の

登
記
の
申
請
と
同
時
に
、
更
新
前
マ
ン
シ
ョ
ン
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
二

号
に
規
定
す
る
更
新
前
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
建
物
の
表
題

部
の
登
記
の
抹
消
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
五
条
第
二
項
後
段
の
規
定
は
、
第
一
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
借
家
権
に
関
す
る
登
記
等
の
登
記
原
因
） 

第
八
条 

前
条
第
二
項
第
五
号
の
借
家
権
に
関
す
る
登
記
に
お
い
て
は
、
登
記

原
因
及
び
そ
の
日
付
と
し
て
、
権
利
変
換
前
の
当
該
借
家
権
に
関
す
る
登
記

の
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
（
当
該
登
記
の
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受

付
番
号
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
法
に
よ
る
権
利
変
換
が

あ
っ
た
旨
及
び
そ
の
日
付
を
登
記
事
項
と
す
る
。 

２ 

担
保
権
等
登
記
に
お
い
て
は
、
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
と
し
て
、
権
利

変
換
前
の
法
第
七
十
三
条
に
規
定
す
る
担
保
権
等
の
登
記
の
登
記
原
因
及
び

そ
の
日
付
並
び
に
法
に
よ
る
権
利
変
換
が
あ
っ
た
旨
及
び
そ
の
日
付
を
登
記

事
項
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
は
、
こ
れ
ら
の
規

   

（
新
設
） 

    

４ 

（
同
上
） 

 
 

 

（
借
家
権
に
関
す
る
登
記
等
の
登
記
原
因
） 

第
八
条 

（
同
上
） 

    

２
・
３ 

（
同
上
） 
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定
に
規
定
す
る
事
項
と
す
る
。 

 
（
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
九
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登

記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証

す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

法
第
百
四
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
の

抹
消
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
三
十
七
条
第
五
項
の
公
告
が
あ
っ

た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
九
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登

記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
公
告
が
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

     

２ 

（
同
上
） 

 

（
権
利
消
滅
期
日
後
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
条 

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
登
記
の
申
請
は
、
同

一
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
の
全
部
に
つ
い
て
、
一
の
申
請
情
報
に

よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十

一
号
に
規
定
す
る
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
敷
地
に
つ
い
て

二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項
を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ

る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
権
利
消
滅
期
日
後
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
条 

（
同
上
） 

  
２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項
を
申
請
情
報
の
内

容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付
す
る

も
の
と
す
る
。 
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一 

建
物
の
表
題
登
記
の
申
請 

二 

所
有
権
の
保
存
の
登
記
の
申
請 

三 
所
有
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

四 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

五 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
登
記
の
抹
消
の
申
請 

六 

建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請 

七 

建
物
の
分
割
の
登
記
の
申
請 

八 

建
物
の
合
併
の
登
記
の
申
請 

３ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
除
却
敷
地
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
（
法
第
二
条
第

一
項
第
二
十
二
号
に
規
定
す
る
除
却
敷
地
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
次
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
二
以
上
の
登
記
の
登

記
事
項
を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登

記
事
項
に
順
序
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請 

 

二 

所
有
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

 

三 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

 

四 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
登
記
の
抹
消
の
申
請 

４ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
売
却
敷
地
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
三
号

に
規
定
す
る
売
却
敷
地
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項

を
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項

に
順
序
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

所
有
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

一
～
八 

（
同
上
） 

       （
新
設
） 

        

（
新
設
） 

    



  

9 

 
二 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
移
転
の
登
記
の
申
請 

 
三 

所
有
権
以
外
の
権
利
の
登
記
の
抹
消
の
申
請 

５ 

第
一
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申

請
を
す
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、
分
配
金
取
得
計
画
及
び
そ

の
認
可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
建
物
の
表
題
登
記
の
登

記
事
項
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
た
と
き
は
、
不
動
産
登
記
令
別
表
の
二
十

一
の
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
添
付
情
報
欄
イ

中
「
規
約
を
廃
止
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
規
約
の
効
力
が
失
わ
れ
た
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

登
記
官
は
、
法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
と
き
は
、
職
権
で
、

分
配
金
取
得
手
続
開
始
の
登
記
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

  

３
～
５ 

（
同
上
） 

 

（
除
却
敷
地
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
一
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号

に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
敷
地
売
却
事
業
を
い
う
。
）
を
実
施
す
る
者

は
、
除
却
敷
地
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

滅
失
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
分
配
金
取
得
計
画
及
び
そ
の
認

可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば

 （
新
設
） 



  

10 

な
ら
な
い
。 

 
（
補
償
金
支
払
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
十
二
条 
法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
支
払

手
続
開
始
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
十
三
第

一
項
の
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登

記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
支
払
開
始
の

登
記
の
抹
消
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
第
五
項

の
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所

に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 （
新
設
） 

       

（
権
利
消
滅
期
日
後
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
三
条 

法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
登
記

の
申
請
は
、
同
一
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
の
全
部
に
つ
い
て
、
一

の
申
請
情
報
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

登
記
の
申
請
を
す
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、
補
償
金
支
払
計

画
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
新
設
） 
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（
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
滅
失
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
四
条 

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業
を
実
施
す
る
者
は
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
（

法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に
規
定
す
る
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）

が
滅
失
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
滅
失
の
登
記
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
補
償
金
支
払
計
画
及
び
そ
の
認

可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

 

（
新
設
） 

（
敷
地
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
十
五
条 

法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
権
利
変
換
手
続
開

始
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
公
告
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
百
八
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
敷
地
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登

記
の
抹
消
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
法
第
百
八
十
六
条
第
五
項
の
公
告
が

あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
敷
地
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
） 

第
十
一
条 

（
同
上
） 

   

２ 

（
同
上
） 

 

（
敷
地
権
利
変
換
期
日
後
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
六
条 

法
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
登
記
の
申
請
は
、

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
の
全
部
に
つ
い
て
、
一
の
申
請
情
報

（
敷
地
権
利
変
換
期
日
後
の
登
記
の
申
請
） 

第
十
二
条 
（
同
上
） 
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に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
登
記
の
登
記
事
項
を
申
請
情
報
の
内

容
と
す
る
に
は
、
次
に
掲
げ
る
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
目
的
を
同
一
と
す
る
二
以
上
の
担
保

権
等
登
記
（
法
第
二
百
三
条
の
規
定
に
よ
り
存
す
る
も
の
と
さ
れ
た
権
利
に

関
す
る
登
記
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
記
を
す
べ
き
順
序
に
従
っ
て
登
記
事
項
に
順
序
を
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

敷
地
権
の
消
滅
を
原
因
と
す
る
建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請 

二 

所
有
権
の
登
記
の
申
請 

三 

地
上
権
又
は
賃
借
権
の
登
記
の
申
請 

四 

敷
地
権
の
発
生
を
原
因
と
す
る
建
物
の
表
題
部
の
変
更
の
登
記
の
申
請 

五 

担
保
権
等
登
記
の
申
請 

３ 

第
一
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
令
第
三
条
各
号

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
法
第
二
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申

請
を
す
る
旨
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
、
か
つ
、
敷
地
権
利
変
換
計
画
及
び

そ
の
認
可
を
証
す
る
情
報
を
そ
の
申
請
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

登
記
官
は
、
法
第
二
百
四
条
第
一
項
の
登
記
を
す
る
と
き
は
、
職
権
で
、

敷
地
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

２
～
４ 

（
同
上
） 
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（
担
保
権
等
登
記
に
関
す
る
登
記
等
の
登
記
原
因
） 

第
十
七
条 

担
保
権
等
登
記
に
お
い
て
は
、
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
と
し
て

、
敷
地
権
利
変
換
前
の
法
第
二
百
三
条
に
規
定
す
る
担
保
権
等
の
登
記
の
登

記
原
因
及
び
そ
の
日
付
（
当
該
登
記
の
申
請
の
受
付
の
年
月
日
及
び
受
付
番

号
を
含
む
。
）
並
び
に
法
に
よ
る
敷
地
権
利
変
換
が
あ
っ
た
旨
及
び
そ
の
日

付
を
登
記
事
項
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
申
請
情
報
の
内
容
と
す
る
登
記
原
因
及
び
そ
の
日
付
は
、
同
項
に
規
定
す

る
事
項
と
す
る
。 

 

（
担
保
権
等
登
記
に
関
す
る
登
記
等
の
登
記
原
因
） 

第
十
三
条 

（
同
上
） 

    

２ 

（
同
上
） 

 

（
受
付
番
号
） 

第
十
八
条 

登
記
官
は
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項

及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
ご
と
に
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項

、
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

付
し
た
順
序
に
従
っ
て
受
付
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
受
付
番
号
） 

第
十
四
条 

登
記
官
は
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項

及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
ご
と
に
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項

、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
順
序
に
従

っ
て
受
付
番
号
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
登
記
識
別
情
報
の
通
知
） 

第
十
九
条 

登
記
官
は
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
六
条
第

一
項
の
登
記
を
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
登
記
権
利
者
の
た
め
に
登

記
識
別
情
報
を
申
請
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
識
別
情
報
の
通
知
を
受
け
た
申
請
人
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
同
項
の
登
記
権
利
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
登
記
識
別
情
報
の
通
知
） 

第
十
五
条 

登
記
官
は
、
第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第

一
項
の
登
記
を
完
了
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
登
記
権
利
者
の
た
め
に
登

記
識
別
情
報
を
申
請
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 
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（
法
務
省
令
へ
の
委
任
） 

第
二
十
条 
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
に
規
定
す
る
登
記

に
つ
い
て
の
登
記
簿
及
び
登
記
記
録
の
記
録
方
法
そ
の
他
の
登
記
の
事
務
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

（
法
務
省
令
へ
の
委
任
） 

第
十
六
条 

（
同
上
） 

 

  




